
午前７時▶午後８時 ※一部地域は午後６時まで投 票 時 間
期 日 前 投 票

投票時間　午前8時30分～午後8時（新宮は午後６時まで）
投票場所　市役所市民交流棟　川之江文化センター
　　　　　土居窓口センター　新宮窓口センター

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

強
調
月
間

　

７
月
は
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

の
強
調
月
間
で
す
。

　

犯
罪
や
非
行
が
生
ま
れ
る
の
も
地
域
社

会
、
過
ち
を
犯
し
た
人
た
ち
を
立
ち
直
ら

せ
る
の
も
地
域
社
会
で
す
。

　

青
少
年
の
健
全
育
成
・
更
生
な
ど
の
援

助
を
図
り
、
地
域
で
犯
罪
の
な
い
明
る
い

社
会
の
実
現
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

 

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
推
進
委
員
会

　
（
生
活
福
祉
課
内
）　

28
・
６
０
２
３

国
民
年
金
保
険
料
の

　
　
　
免
除
・
猶
予
制
度

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
保
険
料
が

免
除
、
ま
た
は
猶
予
と
な
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。　
　

　

※
免
除
割
合
で
老
齢
基
礎
年
金
額
の
計

　
　

算
方
法
は
違
い
ま
す

■
申
請
期
間　

７
月
１
日
（
金
）
～

■
申
請
対
象
期
間

　

７
月
分
～
令
和
５
年
６
月
分

　

※
過
去
未
納
分
は
、
申
請
提
出
日
か
ら

　
　

25
か
月
前
ま
で
対
象

■
持
参
品

　

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の

　

・
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　
　

カ
ー
ド
な
ど
）

　

・
年
金
手
帳

　

※
退
職
や
失
業
の
場
合

　
　

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、
ま
た
は

　
　

雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
な
ど

■
申
し
込
み　
各
窓
口
セ
ン
タ
ー

■
問
い
合
わ
せ
先

　

新
居
浜
年
金
事
務
所

　
　

０
８
９
７
・
35
・
１
３
０
０

　

市
民
窓
口
セ
ン
タ
ー
（
年
金
担
当
）

　
　

28
・
６
０
１
８

金
婚
な
ど
、
結
婚
記
念
を

お
祝
い
し
ま
す

■
金
婚
（
50
周
年
）

　　
昭
和
47
年
ご
結
婚
の
夫
婦

■
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
婚
（
60
周
年
）

　　
昭
和
37
年
ご
結
婚
の
夫
婦

■
プ
ラ
チ
ナ
婚
夫
婦
（
70
周
年
）

　　
昭
和
27
年
ご
結
婚
の
夫
婦

■
申
し
込
み
方
法

　

長
寿
支
援
課
、
各
福
祉
窓
口
、

　

各
公
民
館
に
あ
る
申
請
用
紙
を
提
出

■
申
込
期
限　
８
月
４
日
（
木
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

長
寿
支
援
課　

28
・
６
０
２
４

第26回
参議院議員通常選挙

投票所への移動を支援します
■対象者
　・身体障害者手帳等級１～２級
　・療育手帳交付者
　・精神障害者保健福祉手帳交付者
詳しくは、市選挙管理委員会まで
お問い合わせください。

移動期日前投票所を開設します
移動期日前投票所が開設される地区の方は、事前に郵送されている案内文書で
投票場所・投票時間をご確認ください
■開設場所
　7/2（土）新宮・切山地区
　7/3（日）金砂・富郷地区
■問い合わせ先　市選挙管理委員会　28-6051

投票所へ

※今回、ポスター掲示場設置場所の一部見直しを行っています

6月23日 木 ▶7月9日 土 



敬
老
祝
い
金
の
届
出
書
を

提
出
し
ま
し
ょ
う

　

敬
老
祝
い
金
の
対
象
の
方
へ
、
７
月
上

旬
頃
に
口
座
届
出
書
を
郵
送
し
ま
す
。

　

必
要
事
項
を
ご
記
入
・
ご
押
印
の
上
、

返
信
用
封
筒
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　

※
９
月
１
日
時
点
で
転
出
さ
れ
て
い
る

　
　

場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

■
80
歳
（
昭
和
17
年
生
ま
れ
）

　
　

８
千
円

■
数
え
88
歳
（
昭
和
10
年
生
ま
れ
）
米
寿

　
　

８
８
０
０
円

■
90
歳
（
昭
和
７
年
生
ま
れ
）

　
　

９
千
円

■
数
え
99
歳
（
大
正
13
年
生
ま
れ
）
白
寿

　
　

１
万
円

■
１
０
０
歳
以
上（
大
正
11
年
以
前
生
ま
れ
）

　
　

２
万
円

■
提
出
期
限　
８
月
４
日
（
木
）

■
振
込
予
定
日　
９
月
末
頃

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

長
寿
支
援
課　

28
・
６
０
２
４

新
し
い
国
保
被
保
険
者
証
を

７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す

　

現
在
の
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
、

７
月
31
日
（
日
）
で
す
。
古
い
保
険
証
は

有
効
期
限
が
切
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
、
適
切
に
破
棄
し
て
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

国
保
医
療
課　

28
・
６
０
２
０

甲
種
防
火
管
理
者

　
新
規
資
格
取
得
講
習
会

■
と
き
・
と
こ
ろ

　

７
月
28
日
（
木
）
～
29
日
（
金
）
の

　

２
日
間

　
　
消
防
防
災
セ
ン
タ
ー

３
階　

大
会
議
室

■
対
象
施
設（
防
火
管
理
を
任
さ
れ
た
方
）

　

・
自
力
避
難
困
難
者
の
老
人
ホ
ー
ム
な

　
　

ど
で
収
容
人
員
が
10
人
以
上
の
施
設

　

・
飲
食
店
、
病
院
、
社
会
福
祉
施
設
な

　
　

ど
で
収
容
人
員
が
30
人
以
上
の
施
設

　

・
共
同
住
宅
、
学
校
、
図
書
館
な
ど
で

　
　

収
容
人
員
が
50
人
以
上
の
施
設

　

・
工
場
な
ど
で
従
業
員
が
50
人
以
上
の

　
　

施
設

■
定
員　
　

50
名
程
度　

※
先
着
順

■
募
集
期
限　

　

７
月
22
日
（
金
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

消
防
本
部　

予
防
課　

28
・
６
９
３
８

ペットボトルの分別方法
■問い合わせ先　生活環境課
　　　　　　　　　　28-6015

資源ごみ

燃えない
ごみ

燃えるごみ

ラベル

↑

※分別されていないペットボトルの収集は
　原則、行いません

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
２
弾

　

今
度
は
最
大
２
万
円
分
も
ら
え
る

　

総
務
省
は
、
６
月
30
日
（
木
）
か
ら

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
新
規
取
得
し

た
方
な
ど
に
対
し
て
、
最
大
５
千
円
分

の
ポ
イ
ン
ト
、
健
康
保
険
証
や
公
金
受

取
口
座
の
申
込
者
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ

７
５
０
０
円
分
の
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
す

る
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
２
弾
の
サ
ー
ビ

ス
を
始
め
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
県
は
国
の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン

ト
第
２
弾
に
上
乗
せ
す
る
形
で
独
自
ポ

イ
ン
ト
を
４
千
円
分
を
付
与
し
ま
す
。

　

ポ
イ
ン
ト
の
付
与
タ
イ
ミ
ン
グ
や
対

象
者
な
ど
詳
し
く
は
、
国
の
「
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
事
業
」、
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

今度は最大20,000円分もらえる！

マイナポイント第１弾
未申込者含む

　①カード　新規取得

　5,000円分
　　　　　＋
　②健康保険証　利用申込

　7,500円分
　　　　　＋
　③公金受取口座　登録

　7,500円分
①
カ
ー
ド
新
規
取
得
者

　
■
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
期
限

　
　

令
和
５
年
２
月
末

　
■
ポ
イ
ン
ト
対
象
の
カ
ー
ド
申
請
期
限

　
　

９
月
末

　

■
ポ
イ
ン
ト
付
与

　
　

２
万
円
の
チ
ャ
ー
ジ
、
ま
た
は
買

　
　

い
物
に
対
し
、
最
大
５
千
円
相
当

②
健
康
保
険
証　
利
用
申
込

③
公
金
受
取
口
座　
登
録

　
■
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
期
限

　
　

令
和
５
年
２
月
末

　
■
ポ
イ
ン
ト
対
象
の
カ
ー
ド
申
請
期
限

　
　

９
月
末

　

■
ポ
イ
ン
ト
付
与

　
　

②
③　

各
７
５
０
０
円
相
当

■
問
い
合
わ
せ
先

（
ポ
イ
ン
ト
に
関
す
る
こ
と
）

　
　

政
策
推
進
課　
　

28
・
６
０
０
５

（
カ
ー
ド
取
得
に
関
す
る
こ
と
）

　
　

市
民
窓
口
セ
ン
タ
ー

　
　
　

28
・
６
０
１
３

6/30 ～



①
現
在
の
被
保
険
者
証

　

現
在
の
被
保
険
者
証
（
薄
桃
色
）
の
有

効
期
限
は
、
７
月
31
日
（
日
）
で
す
。

　

今
年
度
は
窓
口
負
担
割
合
の
見
直
し
が

あ
り
ま
す
の
で
、
被
保
険
者
証
は
次
の
と

お
り
、
２
回
送
付
し
ま
す
。

■
７
月
下
旬
に
届
く
被
保
険
者
証

　

（
青
色
）
有
効
期
間

　
　
　

８
月
１
日
～
９
月
30
日

■
９
月
下
旬
に
届
く
被
保
険
者
証

　

（
オ
リ
ー
ブ
色
）
有
効
期
間

　
　
　

10
月
１
日
～
令
和
５
年
７
月
31
日

　

※
新
し
い
被
保
険
者
証
の
記
載
内
容
を

　
　

お
確
か
め
く
だ
さ
い

　

※
８
月
以
降
に
75
歳
に
な
る
方
に
は
、

　
　

誕
生
日
の
前
月
に
郵
送
し
ま
す

②
限
度
額
適
用
・
標
準
負

　
担
額
減
額
認
定
証
な
ど

　

現
在
の
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
（
ピ
ン
ク
色
）」
と
「
限
度

額
適
用
認
定
証
（
ク
リ
ー
ム
色
）」
の
有

効
期
限
は
、
７
月
31
日
（
日
）
で
す
。

　

所
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
方
に

は
、
被
保
険
者
証
と
一
緒
に
認
定
証
を
郵

送
し
ま
す
。

■
新
し
い
認
定
証
の
有
効
期
間

　

８
月
１
日
～
令
和
５
年
７
月
31
日

　

※
有
効
期
間
内
の
認
定
証
は
、
誤
っ
て

　
　

破
棄
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

■
問
い
合
わ
せ
先

　

国
保
医
療
課　

後
期
高
齢
者
医
療
係

　
　

28
・
６
０
１
７

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が

木
曜
日
の
19
時
ま
で
と

日
曜
日
に
受
け
取
れ
ま
す

■
交
付
場
所　
市
民
窓
口
セ
ン
タ
ー

■
交
付
日
（
昼
間
受
け
取
れ
な
い
方
）

　

・
７
月
31
日
（
日
）
８
時
30
分
～
17
時

　

・
毎
週
木
曜
日　
　

17
時
15
分
～
19
時

消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

説
明
会
（
要
予
約
）

■
と
き
・
と
こ
ろ

　

７
月
７
日
（
木
）　

中
曽
根
公
民
館

■
時
間
・
内
容

　

13
時
30
分
～　

消
費
税
の
仕
組
み

　

14
時
40
分
～　

登
録
申
請
方
法

　

15
時
20
分
～　

全
事
業
者
向
け

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

伊
予
三
島
税
務
署　

24
・
５
４
１
０

　

※
自
動
音
声
案
内
で
「
２
」
を
選
択

伊
予
三
島
運
動
公
園
プ
ー
ル

オ
ー
プ
ン
情
報

■
期
間

　

７
月
20
日
（
水
）
～
８
月
21
日
（
日
）

　

10
時
～
17
時

■
入
場
料　
中
学
生
以
上　

２
０
０
円

　
　
　
　
　

小
学
生　
　
　

１
０
０
円

■
そ
の
他

　

・
状
況
に
応
じ
入
場
制
限
を
行
う
場
合

　
　

あ
り

　

・
小
学
３
年
生
以
下
、
泳
げ
な
い
子
は

　
　

保
護
者
同
伴
の
う
え
、
浮
き
輪
や
ラ

　
　

イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
な
ど
を
着
用

　

・
更
衣
室
使
用
不
可
（
感
染
症
対
策
）

　

※
詳
し
く
は
、
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
ホ
ー

　
　

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ
先

　

伊
予
三
島
運
動
公
園
体
育
館

　
　

28
・
６
０
７
１

■
申
込
方
法

　

市
役
所
か
ら
届
く
は
が
き
（
マ
イ
ナ
ン

　

バ
ー
カ
ー
ド
交
付
通
知
書
）を
用
意
し
、

　

交
付
日
の
４
日
前
ま
で
に
電
話
予
約

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
窓
口
セ
ン
タ
ー　

28
・
６
０
１
３

　
川
之
江
窓
口
セ
ン
タ
ー　

28
・
６
１
８
１

　

土
居
窓
口
セ
ン
タ
ー　

28
・
６
３
２
０

　

新
宮
窓
口
セ
ン
タ
ー　

28
・
６
４
０
２

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
発
売

　

宝
く
じ
の
収
益
金
は
市
町
村
の
明
る
く

住
み
良
い
ま
ち
づ
く
り
に
使
わ
れ
ま
す
。

　

県
内
の
売
り
場
で
購
入
し
ま
し
ょ
う
。

■
価
格　
　

各
１
枚　

３
０
０
円

■
販
売
期
間

　
７
月
５
日
（
火
）
～
８
月
５
日
（
金
）

■
抽
選
日　
８
月
17
日
（
水
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
調
整
課　

28
・
６
０
０
２

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

取
扱
店
募
集

　

昨
年
度
好
評
の
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

事
業
を
今
年
度
も
実
施
し
ま
す
。

　

９
月
の
商
品
券
発
売
に
向
け
て
、
取
扱

店
を
募
集
し
ま
す
。

■
対
象
店

　

市
内
の
小
売
店
・
飲
食
店
な
ど

■
商
品
券
の
取
扱
期
間

　

９
月
１
日
～
令
和
５
年
１
月
31
日

■
登
録
費　
無
料

■
そ
の
他

　

申
請
方
法
な
ど
の
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

産
業
支
援
課　

28
・
６
１
８
６

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の

　
　
　
　
　
　
　
被
保
険
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す



市
営
住
宅
　
入
居
者
募
集

■
申
込
期
間

　

７
月
１
日
（
金
）
～
７
月
13
日
（
水
）

　

８
時
30
分
～
17
時

　

※
土
・
日
曜
日
除
く

■
条
件

　

・
地
方
税
な
ど
に
滞
納
が
な
い
方

　

・
暴
力
団
員
で
な
い
方

　

・
複
数
件
の
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん

　

※
そ
の
他
、
所
得
な
ど
の
諸
条
件
あ
り

■
持
参
品

　

・
入
居
希
望
者
全
員
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　
　

が
わ
か
る
も
の

　

・
本
人
確
認
書
類
（
申
し
込
み
者
）

　
　

※
代
理
人
の
場
合
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　
　
　

を
利
用
し
て
の
申
し
込
み
不
可

　
　

※
現
住
所
が
市
外
、
ま
た
は
代
理
人

　
　
　

は
、
別
途
書
類
が
必
要

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

建
築
住
宅
課　

住
宅
管
理
係

　
　

28
・
６
１
８
４

ス
ポ
ー
ツ
教
室

　
　
　
受
講
生
　
募
集

■
受
付
開
始
（
先
着
順
）

　

７
月
14
日
（
木
）
８
時
30
分
～

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

運
動
公
園
体
育
館　

28
・
６
０
７
１

　

川
之
江
体
育
館　
　

28
・
６
２
５
５

　

※
詳
し
く
は
、
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
ホ
ー

　
　

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

市
民
自
治
推
進
委
員
会

委
員
募
集

　

自
治
基
本
条
例
の
基
本
理
念
の
実
現
に

関
す
る
取
り
組
み
な
ど
を
審
議
し
ま
す
。

　

応
募
要
件
や
定
員
な
ど
詳
し
く
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

地
域
振
興
課　

28
・
６
０
１
４

寒
川
グ
ラ
ウ
ン
ド

自
動
販
売
機
設
置
者
募
集

■
設
置
場
所　
西
側
出
入
口
付
近

■
設
置
台
数　
２
台

■
予
定
価
格
（
非
課
税
）

　

４
５
０
０
円
（
５
年
間
分
）

■
貸
付
期
間

　

９
月
１
日
～
令
和
９
年
８
月
31
日

■
参
加
資
格

　

市
内
在
住
者
、
ま
た
は
法
人

■
申
込
期
限　
７
月
20
日
（
水
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

生
涯
学
習
課　

28
・
６
０
４
６

ス
ポ
ー
ツ
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

作
品
募
集

■
応
募
条
件

　

・
令
和
３
年
４
月
以
降
に
撮
影
し
た
写
真

　

・
Ａ
４
以
上
で
プ
リ
ン
ト

　

・
未
発
表
作
品　

※
デ
ー
タ
応
募
可

　

・
応
募
は
一
人
３
点
ま
で

■
応
募
対
象
者
　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

■
応
募
期
限　
９
月
25
日
（
日
）

■
申
し
込
み
方
法

　

市
内
各
体
育
館
に
あ
る
応
募
票
と
作
品

を
提
出
、
ま
た
は
メ
ー
ル
で
応
募

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
伊
予
三
島
運
動
公
園
体
育
館

　
　

28
・
６
０
７
１

　

川
之
江
体
育
館

　
　

28
・
６
２
５
５

■川之江地域
団地名 間取 給湯 浴槽 浴室 世帯 単身 戸数

城北団地 3DK × × 〇 〇 × 1
城ケ谷団地 3DK × × 〇 〇 × 2
山口団地 3DK × × 〇 〇 × 2
南ケ丘団地 3DK 〇 〇 〇 〇 × 2
飼谷団地 3DK 〇 〇 〇 〇 × 2
南部第一団地 3DK × × 〇 〇 × 2
　　〃 2 階建 3K × × 〇 〇 〇 1
大野団地 3DK 〇 〇 〇 〇 〇 1
石川団地 3DK × × 〇 〇 〇 1
■三島地域

団地名 間取 給湯 浴槽 浴室 世帯 単身 戸数
大塚団地 3DK 〇 〇 〇 〇 × 2
金子南団地 3DK × × 〇 〇 × 1
中之庄団地 平屋 2DK × × × 〇 〇 1
　　〃 平屋 2DK × 〇 〇 〇 〇 1
　　〃 2 階建 2DK × 〇 〇 〇 〇 1
山田団地 2 階建 2DK × 〇 〇 〇 〇 1
　　〃 3DK × × 〇 〇 × 2
■土居地域

団地名 間取 給湯 浴槽 浴室 世帯 単身 戸数
朝日野団地 3DK × × 〇 〇 〇 2
上北野団地 3DK × × 〇 〇 〇 1
■新宮地域

団地名 間取 給湯 浴槽 浴室 世帯 単身 戸数
寺内団地 4DK 〇 〇 〇 〇 〇 1

■伊予三島運動公園　※期間：8/22（月）～12/16（金）
曜日 午前 午後
月 初めての筋トレ ウォーク＆ストレッチ
水 ヨガ（初級） ヨガ（初級）

初心者テニスサークル
木 シェイプアップ教室 ヨガ（中級）
金 すっきりストレッチ アーナンダヨガ

ボクサ＆コアトレ サーキットトレーニング
■川之江体育館　　　　※期間：8/22（月）～12/15（木）
曜日 午前 午後
月 かんたんストレッチ
木 夜ヨガ
金 初心者卓球サークル



自
衛
官
募
集
説
明
会

■
と
き
・
と
こ
ろ

　
７
月
８
日
（
金
）
17
時
30
分
～
19
時
30
分

　
　

市
役
所
市
民
交
流
棟　

多
目
的
室
２

　
７
月
15
日
（
金
）
17
時
30
分
～
19
時
30
分

　
　

ユ
ー
ホ
ー
ル　

大
会
議
室
Ｃ

　

７
月
22
日
（
金
）
17
時
30
分
～
19
時
30
分

　
　

市
役
所
市
民
交
流
棟　

多
目
的
室
２

■
内
容

　

仕
事
内
容
や
勤
務
体
系
、
福
利
厚
生
な

　

ど
の
紹
介

■
問
い
合
わ
せ
先

　

自
衛
隊
新
居
浜
出
張
所

　
　

０
８
９
７
・
32
・
５
３
９
６

中
小
企
業
の
支
援
施
策

①
「
四
国
は
紙
國
」

　
登
録
Ｈ
Ｐ
作
成
補
助
金

■
対
象
（
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
）

　

・
紙
の
総
合
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト
「
四

　
　

国
は
紙
國
」
に
登
録
し
て
い
る
、
ま

　
　

た
は
新
規
登
録
す
る
事
業
所

　

・
市
内
中
小
企
業

　

・
自
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
な
い
事
業
所

■
補
助
金
額

　

20
万
円
（
上
限
）

　
　

※
補
助
対
象
経
費
の
半
額

②
飲
食
店
感
染
症
対
策

　
奨
励
金

■
対
象

　

県
の
愛
顔
の
安
心
飲
食
店
の
認
証
を
取

　

得
し
て
い
る
市
内
飲
食
店

■
内
容

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

　

止
対
策

■
奨
励
金
　
５
万
円

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ま
た

　

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ
先

　

産
業
支
援
課　

28
・
６
１
８
６

あ
っ
た
か
な
ま
ち
づ
く
り

活
動
支
援
事
業　
審
査
結
果

■
団
体
名
・
事
業
・
補
助
額

　

・
（
公
社
）
法
皇
青
年
会
議
所

　
　
　

高
校
生
の
商
品
開
発
な
ど

　
　
　

40
万
円

　

・
媛
茶
屋
プ
ラ
ス
ｌ
ａ
ｂ
ｏ 

　
　
　

即
興
演
劇
な
ど

　
　
　

37
万
２
千
円

　

・
四
国
中
央
登
山
ム
ー
ブ
メ
ン
ト

　
　
　

親
子
登
山
体
験
な
ど

　
　
　

２
万
７
千
円

■
問
い
合
わ
せ
先

　

地
域
振
興
課　

28
・
６
０
１
４

②
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　
助
成
事
業

■
内
容

　

集
会
施
設
の
建
設
整
備

■
助
成
額

　

１
５
０
０
万
円
（
上
限
）

　
　

※
対
象
経
費
の
５
分
の
３
以
内

■
問
い
合
わ
せ
先

　

地
域
振
興
課　
　

28
・
６
０
１
４

③
地
域
防
災
組
織
育
成

　
助
成
事
業

■
内
容

　

市
が
認
め
る
自
主
防
災
組
織
の
災
害
被

　

害
の
防
止
・
軽
減
に
直
接
必
要
な
設
備

　

な
ど
の
整
備

■
助
成
額

　

30
万
円
～
２
０
０
万
円

■
問
い
合
わ
せ
先

　

防
災
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

28
・
６
９
３
４

④
青
少
年
健
全
育
成

　
助
成
事
業

■
内
容

　

青
少
年
健
全
育
成
で
親
子
参
加
で
き
る

　

ソ
フ
ト
事
業

■
助
成
額

　

30
万
円
～
１
０
０
万
円

■
問
い
合
わ
せ
先

　

生
涯
学
習
課　

28
・
６
０
４
６

（
一
財
）自
治
総
合
セ
ン
タ
ー

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

（
各
事
業　

共
通
）

■
応
募
要
件

　

自
治
会
、
町
内
会
な
ど

　
　

※
特
定
目
的
の
団
体
は
対
象
外

　
　

※
協
議
会
や
保
存
会
な
ど
で
申
請
す

　
　
　

る
場
合
は
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
の

　
　
　

事
前
確
認
が
必
要
で
す
。

　
　
　

担
当
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

　
　
　

い
。

■
対
象

　

令
和
５
年
度
の
実
施
事
業

■
申
し
込
み
方
法

　

所
定
の
書
類
一
式
を
担
当
課
へ
提
出

■
募
集
期
限
　
８
月
31
日
（
水
）

■
備
考

　

各
事
業
の
詳
細
は
自
治

　

総
合
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。

①
一
般
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　
助
成
事
業

■
内
容

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
直
接
必
要
な
設

　

備
の
整
備

■
助
成
額

　

１
０
０
万
円
～
２
５
０
万
円

■
問
い
合
わ
せ
先

　

地
域
振
興
課　

28
・
６
０
１
４



あ
っ
た
か
な
ま
ち
づ
く
り

活
動
支
援
事
業　
２
次
募
集

（
各
コ
ー
ス
共
通
）

■
募
集
期
間　
７
月
29
日
（
金
）

■
申
し
込
み
方
法

　

補
助
金
交
付
要
望
書
を
持
参
。
実
施
内

容
欄
に
感
染
予
防
対
策
も
記
載
。

※
補
助
金
交
付
要
望
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

地
域
振
興
課　

28
・
６
０
１
４

　
　

m
atidukuri@

　
　
　

city.shikokuchuo.ehim
e.jp

①
み
ん
な
で
取
り
組
む

　
ま
ち
づ
く
り
コ
ー
ス

■
対
象
（
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
）

　

・
市
内
全
域
に
情
報
提
供
を
す
る

　

・
市
内
全
域
を
対
象
と
す
る
事
業

■
補
助
金
額

　

40
万
円
（
上
限
）

　
　

※
補
助
対
象
経
費
の
７
割
以
内

②
や
っ
て
み
よ
う
！

　
ま
ち
づ
く
り
コ
ー
ス

■
対
象
（
小
規
模
事
業
も
対
象
）

　

・
活
動
歴
の
短
い
団
体
の
事
業

■
補
助
金
額

　

10
万
円
（
上
限
）

　
　

※
補
助
対
象
経
費
の
５
割
以
内

医
療
費
助
成
の
利
用
に
は

受
給
者
証
が
必
要
で
す

①
こ
ど
も
乳
幼
児
医
療
費

■
対
象
者

　

０
歳
～
15
歳
（
中
学
３
年
生
ま
で
）

②
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費

■
対
象
者

　

・
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
（
父
）
と
児
童

　

・
準
ひ
と
り
親
家
庭

　
　

※
祖
母
（
祖
父
）
と
孫
、

　
　
　

姉
（
兄
）
と
弟
妹

　

・
父
母
の
な
い
児
童

※
そ
の
他
、
諸
条
件
あ
り

③
心
身
障
が
い
者
医
療
費

■
対
象
者

　

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
～
３
級
の
い

　
　

ず
れ
か
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

　

・
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

　

・
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
～
６
級
と
療

　
　

育
手
帳
Ｂ
４
の
両
方
の
交
付
を
受
け

　
　

て
い
る
方

　

※
そ
の
他
、
諸
条
件
あ
り

■
申
請
先

　

・
各
窓
口
セ
ン
タ
ー

　

・
国
保
医
療
課

■
問
い
合
わ
せ
先

　

国
保
医
療
課　

福
祉
医
療
係

　
　

28･

６
０
１
７

視
覚
障
が
い
者
支
援
用

ト
ー
ト
バ
ッ
グ
を

お
見
か
け
の
際
に
は
…

　

県
眼
科
医
会
が
作
製
し
た
こ
の
バ
ッ
グ

は
、
視
覚
障
が
い
者
の
方
が
災
害
時
の
避

難
な
ど
で
配
慮
や
支
援
が
必
要
で
あ
る
こ

と
を
意
思
表
示
す
る
も
の
で
す
。

　

お
見
か
け
の
際
は
、
配
慮
や
支
援
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

県
眼
科
医
会

　
　

０
８
９
・
９
４
３
・
７
５
８
２

「
盲
人
の
た
め
の
国
際
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
」
を

デ
ザ
イ
ン

相
談
や
講
師
派
遣
な
ど
の

療
育
等
支
援
事
業
で
す

■
と
き　
随
時
（
土
・
日
曜
日
除
く
）

■
と
こ
ろ

　

支
援
の
必
要
な
方
や
家
族
が
関
わ
る

　

保
育
園
、
幼
稚
園
、
学
校
、
事
業
所
、

　

そ
の
他
団
体

■
問
い
合
わ
せ
先

　

澄
心
そ
う
だ
ん
さ
ぽ
ー
と

　
　

電
話　
　
　

22
・
３
３
１
１

　
　

フ
ァ
ク
ス　

22
・
３
３
４
７

障
が
い
者
の

　
就
労
相
談
・
支
援

■
内
容

　

・
就
業
の
お
手
伝
い
、
職
場
支
援
、
休

　
　

日
の
過
ご
し
方
な
ど
の
相
談

　

・
事
業
所
の
障
が
い
者
雇
用
の
相
談

■
と
き

　

月
～
金
曜
日　

９
時
～
17
時
30
分

■
申
込
方
法

　

来
所
に
よ
る
相
談
（
要
電
話
予
約
）

■
問
い
合
わ
せ
先
・
と
こ
ろ

　

ジ
ョ
ブ
あ
し
す
と
Ｕ
Ｍ
Ａ

　
　

23
・
６
５
５
８

　

三
島
宮
川
２
丁
目
４
番
２
号

　

jobassist@
lagoon.ocn.ne.jp

支援

※ナイロン製トートバッグ
　（サイズ）Ｗ 37㎝×Ｄ 13㎝×Ｈ 42㎝



　

住
民
税
非
課
税
世
帯
等

臨
時
特
別
給
付
金（
追
加
）

　

令
和
３
年
度
の
住
民
税
非
課
税
世
帯
な

ど
に
対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金
に
、
対
象

と
な
る
世
帯
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

※
既
に
受
給
さ
れ
て
い
る
世
帯
は
給
付
の

　

対
象
外
で
す

■
追
加
と
な
る
対
象
世
帯

　

・
住
民
税
非
課
税
世
帯

　
　

（
令
和
４
年
度
に
新
た
に
住
民
税
均

　
　
　

等
割
が
非
課
税
と
な
っ
た
世
帯
）

　
　
　

※
準
備
次
第
、
対
象
世
帯
へ
書
類

　
　
　
　

を
送
付
し
ま
す

　

・
家
計
急
変
世
帯

　
　

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

　
　
　

影
響
に
よ
り
今
年
１
月
以
降
の
家

　
　
　

計
が
急
変
し
た
世
帯
）

■
申
請
先

　

生
活
福
祉
課
、
ま
た
は
各
福
祉
窓
口

■
支
給
額　
一
世
帯
10
万
円

■
申
請
期
限　
９
月
30
日
（
金
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

臨
時
特
別
給
付
金
事
務
局

　

（
生
活
福
祉
課
内
）

　
　

電
話　
　
　

28
・
６
１
３
４

　
　

フ
ァ
ク
ス　

28
・
６
１
７
２

　

受
給
に
は
事
前
相
談
が
必
要
で
す
。

　

詳
し
い
内
容
や
手
続
き
な
ど
は
母
子
・

父
子
自
立
支
援
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

（
各
給
付
金
　
共
通
）

■
対
象
者
（
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
）

　

・
市
内
在
住
の
母
子
家
庭
の
母
、

　
　

ま
た
は
父
子
家
庭
の
父

　

・
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
、

　
　

ま
た
は
同
等
の
所
得
水
準
の
方

　

・
過
去
に
同
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た

　
　

こ
と
が
な
い
方

　

※
そ
の
他
、
諸
条
件
あ
り

　

※
③
の
対
象
者
は
児
童
も
含
み
ま
す

①
高
等
職
業
訓
練
促
進

　
給
付
金

　

１
年
以
上
の
養
成
機
関
に
通
学
す
る
場

合
、
期
間
中
の
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
資
格
（
専
門
的
な
資
格
）

　

看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
保
育
士
、

　

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
理
容
師
、

　

美
容
師
、
歯
科
衛
生
士
、
社
会
福
祉
士
、

　

製
菓
衛
生
師
、
調
理
師
な
ど

■
支
給
額
（
上
限
あ
り
）

　

・
市
民
税
非
課
税
世
帯

　
　
　

月
額　

10
万
円

　

・
市
民
税
課
税
世
帯

　
　
　

月
額　

７
万
５
０
０
円

②
自
立
支
援
教
育
訓
練

　
給
付
金

　

就
職
に
必
要
な
教
育
訓
練
（
講
座
の
指

定
あ
り
）
を
受
け
る
費
用
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
講
座

　

介
護
職
員
初
任
者
研
修
、
経
理
事
務
、

　

医
療
事
務
な
ど

■
支
給
額

　

40
万
円
（
上
限
）

　

※
受
講
費
用
の
60
％
相
当
額

　

※
雇
用
保
険
法
に
よ
る
一
般
教
育
訓
練

　
　

給
付
金
の
受
給
者
は
、
そ
の
差
額
を

　
　

支
給

③
高
等
学
校
卒
業
程
度

　
認
定
試
験
合
格
支
援

　
給
付
金

　

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
（
講
座

の
指
定
あ
り
）
の
合
格
を
目
指
す
費
用
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

■
支
給
額

　

10
万
円
（
上
限
）　

　

※
受
講
費
用
の
40
％
相
当
額

■
問
い
合
わ
せ
先

　

こ
ど
も
家
庭
課　

28
・
６
０
２
７

認
知
症

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

　

認
知
症
の
知
識
や
対
応
方
法
な
ど
を
学

び
ま
す
。

■
と
き
・
と
こ
ろ

 　

７
月
29
日
（
金
）
13
時
30
分
～
15
時

　
　

市
役
所
市
民
交
流
棟
２
階

■
対
象
者

　

市
内
在
住
・
勤
務
の
方

■
定
員　
20
名
（
先
着
順
）

■
申
込
期
限　
７
月
20
日
（
水
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
長
寿
支
援
課　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　

28
・
６
１
４
７

ロ
バ
隊
長

み
ん
な
で
つ
く
ろ
う

　
「
ロ
バ
隊
長
」
は
、認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
す
。

■
と
き
・
と
こ
ろ

　

８
月
５
日
（
金
）
13
時
30
分
～
16
時

　
　

市
役
所
市
民
交
流
棟
２
階

■
持
参
品

　

裁
縫
道
具

　

※
持
っ
て
い
な
く
て
も
可

■
問
い
合
わ
せ
先

　
長
寿
支
援
課　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　

28
・
６
１
４
７

ひ
と
り
親
家
庭
の
自
立
を
支
援
し
ま
す



　

　
　

（
申
請
）　
　

必
要

　
　
　

※
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
資
格
者

　
　
　

（
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
方
を

　
　
　
　

除
く
）
は
、
別
途
案
内
文
書
を

　
　
　
　

送
付

　
　

（
支
給
時
期
）
支
給
決
定
後
、
速
や　

　
　
　
　
　
　
　
　

か
に

　

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

　
　

響
に
よ
り
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、

　
　

収
入
が
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

　
　

い
る
方
と
同
水
準
と
な
っ
て
い
る
方

　
　

（
申
請
）　
　

必
要

　
　

（
支
給
時
期
）
支
給
決
定
後
、
速
や　

　
　
　
　
　
　
　
　

か
に

■
申
請
期
間

　

７
月
25
日
（
月
）

　
　

～
令
和
５
年
２
月
28
日
（
火
）

②
低
所
得
の
子
育
て
世
帯

　
（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外

　
の
子
育
て
世
帯
）

■
対
象
者

　
（
１
）
の
養
育
要
件
に
該
当
す
る
方
で
、

　
（
２
）
の
所
得
要
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ
に
該

　

当
す
る
場
合
に
支
給

（
１
）
養
育
要
件

　
　
　

※
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当

　

①
令
和
４
年
４
月
分
の
「
児
童
手
当
」、

　
　

ま
た
は
「
特
別
児
童
扶
養
手
当
」
が

　
　

支
給
さ
れ
る
方

　

②
令
和
４
年
５
月
か
ら
令
和
５
年
３
月

　
　

ま
で
の
い
ず
れ
か
の
月
分
の
「
児
童

　
　

手
当
」
、
ま
た
は
「
特
別
児
童
扶
養

　
　

手
当
」
の
認
定
も
し
く
は
、
額
改
定

　
　

の
認
定
を
受
け
た
方

　

③
令
和
４
年
３
月
31
日
に
お
い
て
、
平

　
　

成
16
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
19
年
４

　
　

月
１
日
に
出
生
し
た
児
童
を
養
育
す

　
　

る
方
、
ま
た
は
令
和
４
年
４
月
１
日

　
　

以
降
に
新
た
に
当
該
児
童
を
養
育
す

　
　

る
こ
と
に
な
っ
た
方

（
２
）
所
得
要
件　

　
　
　

※
Ａ
、
Ｂ
の
い
ず
れ
か
に
該
当

　

Ａ
．
令
和
４
年
度
の
市
民
税
均
等
割
が

　
　
　

非
課
税
の
方

　

Ｂ
．
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

　
　
　

影
響
に
よ
り
令
和
４
年
１
月
以
降

　
　
　

の
家
計
が
急
変
し
、
令
和
４
年
度

　
　
　

の
市
民
税
均
等
割
が
非
課
税
相
当

　
　
　

の
収
入
と
な
っ
て
い
る
方
（
家
計

　
　
　

急
変
者
）

■
支
給
申
請
手
続
き

■
申
請
期
間

　

８
月
５
日
（
金
）

　
　

～
令
和
５
年
２
月
28
日
（
火
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

こ
ど
も
家
庭
課

　
　

電
話　
　
　

28
・
６
０
２
７

　
　

フ
ァ
ク
ス　

28
・
６
０
３
１

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　
　
　
市
民
活
動
研
修
会

■
と
き
・
と
こ
ろ

　

第
１
回　

７
月
28
日
（
木
）

　

第
２
回　

８
月
４
日
（
木
）

　

第
３
回　

８
月
18
日
（
木
）

　

13
時
30
分
～
15
時

　
　

市
役
所
市
民
交
流
棟
２
階

子
育
て
世
帯
生
活
支
援

特
別
給
付
金 

　

食
費
な
ど
の
物
価
高
騰
な
ど
に
直
面
す

る
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
し
、
き
め

細
か
な
生
活
の
支
援
を
行
う
た
め
「
子
育

て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
」
を
支
給

し
ま
す
。

（
各
給
付
金　
共
通
）

■
支
給
額

　

一
律
５
万
円
（
児
童
１
人
当
た
り
）

■
必
要
書
類

　

・
本
人
確
認
書
類

　

・
通
帳

　

・
収
入
額
が
確
認
で
き
る
書
類
（
給
与

　
　

明
細
書
・
年
金
振
込
通
知
書
な
ど
）

①
低
所
得
の
ひ
と
り
親
世
帯

■
対
象
者
・
申
請
・
支
給
時
期

　

①
令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当

　
　

が
支
給
さ
れ
る
方

　
　

（
申
請
）　
　

不
要

　
　

（
支
給
時
期
）
６
月
下
旬
に
支
給
済

        　

※
審
査
中
の
方
を
除
く

　

②
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
、
令
和
４

　
　

年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支
給

　
　

が
全
額
停
止
さ
れ
る
方

　
　

※
児
童
扶
養
手
当
の
申
請
を
し
て
い

　
　
　

れ
ば
、
公
的
年
金
な
ど
受
給
に
よ

　
　
　

り
令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養

　
　
　

手
当
の
支
給
が
停
止
さ
れ
た
と
推

　
　
　

測
さ
れ
る
方
も
対
象
で
す

所得要件Ａの方で…
養育要件 申請

①～② ※公務員除く 不要
①～② ※公務員 必要
③ 必要
※申請不要の方で児童手当などの受給者は、別途お知らせ
　通知を送付します
※公務員の方は、申請の際に所属庁による児童手当受
　給に係る証明が必要です
所得要件B の方で…

養育要件 申請
①～③ 必要
※里親の方も対象（施設設置者やファミリーホームは除く）

■
申
し
込
み
方
法

　

所
定
の
申
込
書
を
提
出

　
　

※
電
話
、
フ
ァ
ク
ス
可

■
定
員　
　
　

各
30
名
程
度

■
募
集
期
限　
７
月
25
日
（
月
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

　
　

電
話　
　
　

28
・
６
０
３
９

　
　

フ
ァ
ク
ス　

28
・
６
１
６
０



　　

男
女
共
同
参
画
社
会
っ
て

何
だ
ろ
う
？

　

男
女
共
同
参
画
社
会
と
は
、
「
男
女

が
、
社
会
の
対
等
な
構
成
員
と
し
て
、
自

ら
の
意
思
に
よ
っ
て
社
会
の
あ
ら
ゆ
る

分
野
に
お
け
る
活
動
に
参
画
す
る
機
会
が

確
保
さ
れ
、
も
っ
て
男
女
が
均
等
に
政
治

的
、
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
利
益

を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
共
に

責
任
を
担
う
べ
き
社
会
」
で
す
。

男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法

　

憲
法
に
は
法
の
下
の
平
等
が
う
た
わ
れ

て
い
る
の
に
、
社
会
の
慣
習
で
は
ま
だ
ま

だ
男
女
平
等
で
は
な
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。

　

性
別
に
関
わ
り
な
く
個
々
の
能
力
が
十

分
に
発
揮
で
き
る
社
会
づ
く
り
に
取
り
組

む
べ
き
と
い
う
こ
と
で
、
１
９
９
９
年
に

男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
が
施
行
さ
れ

ま
し
た
。

　

こ
の
基
本
法
で
は
、
男
女
共
同
参
画
社

会
を
実
現
す
る
た
め
の
５
本
の
柱
（
基
本

理
念
）
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

①
男
女
の
人
権
の
尊
重

　
　

男
女
の
個
人
と
し
て
の
尊
厳
を
重
ん

　

じ
、
男
女
の
差
別
を
な
く
し
、
男
性
も

　

女
性
も
一
人
の
人
間
と
し
て
能
力
を
発

　

揮
で
き
る
機
会
を
確
保
す
る
必
要
が
あ

　

り
ま
す
。

②
社
会
に
お
け
る
制
度
、
ま
た
は
慣
行
に

　
つ
い
て
の
配
慮

　
　

固
定
的
な
役
割
分
担
意
識
に
と
ら
わ

　

れ
ず
、
男
女
が
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
で

　

き
る
よ
う
に
社
会
の
制
度
や
慣
行
の
在

　

り
方
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

③
政
策
な
ど
の
立
案
及
び
決
定
へ
の
共
同

　
参
画

　
　

男
女
が
社
会
の
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー

　

と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
方

　

針
の
決
定
に
参
画
で
き
る
機
会
を
確
保

　

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

④
家
庭
生
活
に
お
け
る
活
動
と
他
の
活
動

　
の
両
立

　
　

男
女
が
対
等
な
家
族
の
構
成
員
と
し

　

て
互
い
に
協
力
し
、
社
会
の
支
援
も
受

　

け
、
家
族
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
仕

　

事
や
学
習
、
地
域
活
動
な
ど
が
で
き
る

　

よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑤
国
際
的
協
調

　
　

他
の
国
々
や
国
際
機
関
と
相
互
に
協

　

力
し
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

男
女
共
同
参
画
社
会
の

実
現
に
向
け
て

　

男
女
共
同
参
画
社
会
を
取
り
巻
く
状
況

は
、
少
子
高
齢
化
の
進
行
と
労
働
力
人
口

　（　　）内は前月比

固定資産税 ２期分
国民健康保険料 １期分
後期高齢者医療保険料 １期分
介護保険料 １期分
保育所使用料 ７月分
認定こども園使用料 ７月分
放課後児童クラブ負担金 ７月分
市営住宅使用料 ７月分
市営住宅駐車場使用料 ７月分

水道料金 ６月分
下水道使用料 ６月分

8/1
（月）

納期限

7/11
（月）

の
減
少
、
雇
用
環
境
の
変
化
、
女
性
の
就

業
率
の
向
上
な
ど
に
よ
り
、
女
性
の
社
会

進
出
な
ど
に
関
連
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ

る
な
ど
大
き
く
変
化
し
て
き
ま
し
た
が
、

い
ま
だ
固
定
的
な
性
別
役
割
分
担
意
識
が

根
深
く
存
在
し
て
い
ま
す
。

　

近
年
、
「
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
」
や
「
多

様
性
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
聞
き
ま
す
。

話
題
と
な
る
こ
と
が
多
い
性
の
多
様
性
以

外
に
も
、
文
化
、
年
齢
、
障
が
い
の
有

無
、
家
族
構
成
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
多
様
性

が
あ
り
ま
す
。

　

男
女
共
同
参
画
社
会
を
実
現
す
る
た
め

に
、
そ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
属
性
の
人
々

が
個
性
や
能
力
を
発
揮
す
る
前
提
と
し

て
、
お
互
い
の
立
場
を
尊
重
し
合
う
と
い

う
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

人
権
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課

　
　

電
話　
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－男女共同参画社会－

R4.5 月末

人口　83,891 人
  　　　　　（－ 57 人）

（男）　41,132 人
  　　　　　（－ 39 人）

（女）　42,759 人
  　　　　　（－ 18 人）

世帯　38,929 世帯
  　　　　　（＋ 2 世帯）

  

市
税
な
ど
の
納
付
は

      　

 

口
座
振
替
が
お
勧
め

　
　

口
座
振
替
は
、
便
利
・
確
実
・
簡

　

単
・
安
全
に
税
金
な
ど
を
納
め
る
こ

　

と
が
で
き
ま
す
。

　

■
手
続
き
方
法

　
　

各
金
融
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関
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口

　
　
■
ネ
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ト
口
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付
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ー
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市
税
な
ど
の
口
座
振
替
が
手
続
き

　
　

で
き
ま
す
。
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新型コロナウイルス感染症の拡大
防止により、相談日が変更または
中止になる場合があります。
事前に電話でお問い合わせください。

法律相談　　　　市民くらしの相談室　28-6143
※相談日前日 16 時までに要予約（土・日・祝日は予約不可）

7/ 8（金） 9：00 ～ 12：00 市役所 1 階　102 会議室
7/19（火）13：00 ～ 16：00 川之江文化センター 1 階
7/21（木） 9：00 ～ 12：00 市役所 1 階　102 会議室
8/10（水）　　　  〃 　　　  〃

司法書士相談　 市民くらしの相談室　28-6143
※相談日前日 16 時までに要予約（土・日・祝日は予約不可）

7/ 5（火） 9：00 ～ 12：00 市役所 1 階　102 会議室
7/13（水）13：00 ～ 16：00 川之江文化センター 1 階
7/20（水）　　　  〃 土居窓口センター 1 階
8/ 5（金） 9：00 ～ 12：00 市役所 1 階　102 会議室
8/10（水）13：00 ～ 16：00 川之江文化センター 3 階

人権相談　　　　　　　  人権施策課　28-6073
7/19（火）10：00 ～ 12：00 土居福祉センター
8/ 1（月）13：00 ～ 15：00 川之江文化センター 4 階
8/10（水）10：00 ～ 12：00 新宮公民館 1 階

年中（土・日・祝日を除く） 8：30 ～ 17：15　松山地方法務局 四国中央支局　23-2407

年金相談（要予約）　新居浜年金事務所　0897-35-1445
7/ 8（金）10：00 ～ 14：30 川之江文化センター 4 階
7/22（金）　　　  〃 〃
8/12（金）　　　  〃 〃
8/26（金）　　　  〃 〃

行政相談　　　　　　　　総務調整課  28-6002
7/11（月）10：00 ～ 12：00 新宮公民館 1 階　研修室
7/11（月）　　　  〃 土居窓口センター 1 階
7/19（火）13：30 ～ 15：30 川之江文化センター 2 階
7/25（月）10：00 ～ 12：00 市役所１階　102 会議室
8/ 8（月）　　　  〃 土居窓口センター 1 階
8/10（水）　　　  〃 新宮公民館 1 階　研修室
8/16（火）13：30 ～ 15：30 川之江文化センター 2 階
8/22（月）10：00 ～ 12：00 市役所２階　202 会議室

一般・消費・ＤＶ相談　市民くらしの相談室　28-6143
7/12（火） 9：30 ～ 11：30 土居窓口センター 1 階
7/19（火）　　　  〃 川之江文化センター 1 階
8/ 2（火）　　　  〃 新宮公民館 1 階　研修室

年中（土・日・祝日を除く）  8：30 ～ 17：15　市民くらしの相談室

暴力団相談　県暴力追放推進センター　089-932-1893
年中 8：30 ～ 17：15 ※土・日・祝日を除く

子育て総合相談　一人で悩まないで
こども家庭課　28-6027
生活習慣や心身の発達、性格、家族関係、学校生活、
非行問題、家庭環境などご相談ください（秘密厳守）。
※来所による相談は事前にお電話ください
月～金
※土・日・祝日除く 

8：30 ～ 17：15 こども家庭課　　28-6027
川之江福祉窓口　28-6182
土居福祉窓口　　28-6321

本人ミーティング（要予約）
長寿支援課　 地域包括支援センター　28-6147
認知症の人の語り合いの場。家族同士の情報交換。
■定員　　　15 名程度
■申込期限　7/22（金）、8/5（金）

7/26（火）10：00 ～ 11：30 市民交流棟 2 階
8/ 9（火）　　　  〃 　　　  〃

もの忘れチェック体験
長寿支援課　地域包括支援センター　28-6147
パソコンを使った相談プログラムの体験（１人５分程度）

7/11（月）13：30 ～ 15：00 長寿支援課　地域包括支援センター

もの忘れ相談（要予約）
長寿支援課　地域包括支援センター　28-6147
■相談　　　森野日出緒　先生（松風病院）
■相談時間　１人 30 分程度（２名まで）
■対象　　　専門医で受診している方は対象外。家族の相談可。

7/13（水）13：30 ～ 14：30 土居窓口センター

認知症の語らい
認知症の人と家族の会愛媛県支部　080-3740-0697（大澤）
参加者の交流・情報交換、医療・福祉の勉強会。

7/15（金）13：30 ～ 15：00 中之庄公民館

無料特許・商標相談（要予約※５日前まで）
四国中央商工会議所　58-3530

7/ 4（月）13：00 ～ 16：00 四国中央商工会議所
8/ 1（月）　　　  〃 〃

不動産無料相談（要予約※前日の 13 時～ 17 時まで）
県宅地建物取引業協会四国中央地区連絡協議会　24-2235

7/14（木）13：00 ～ 17：00 宇摩建設会館３階

若者の就労相談（要予約）
東予若者サポートステーション　0897-32-2181
■対象　就職にお悩みの 15 歳～ 49 歳の方または保護者
■内容　一人 1 時間の相談（1 日 4 名まで）

7/11（月）13：00 ～ 17：00 ハローワーク四国中央 1 階
7/25（月）　　　  〃 〃
8/ 8（月）　　　  〃 〃
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